
付録
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都道府県コード表

コード 都道府県

０１ 北海道

０２ 青森県

０３ 岩手県

０４ 宮城県

０５ 秋田県

０６ 山形県

０７ 福島県

０８ 茨城県

０９ 栃木県

１０ 群馬県

１１ 埼玉県

１２ 千葉県

２１ 東京都

３１ 神奈川県

３２ 新潟県

３３ 富山県

コード 都道府県

３４ 石川県

３５ 福井県

３６ 山梨県

３７ 長野県

３８ 岐阜県

３９ 静岡県

４１ 大阪府

４２ 兵庫県

５１ 愛知県

５２ 三重県

５３ 滋賀県

５４ 京都府

５５ 奈良県

５６ 和歌山県

５７ 鳥取県

５８ 島根県

コード 都道府県

５９ 岡山県

６０ 広島県

６１ 山口県

７１ 徳島県

７２ 香川県

７３ 愛媛県

７４ 高知県

７５ 福岡県

７６ 佐賀県

７７ 長崎県

７８ 熊本県

７９ 大分県

８０ 宮崎県

８１ 鹿児島県

８２ 沖縄県

「事業所整理記号」「事業所番号」は、健康保険・厚生年金保険の適用事業所ごとに払い出
しています。「事業所整理記号」「事業所番号」は、納入告知書等で確認できます。

以下の表に従って入力してください。

アイウ01
都道府県コード
（数字２桁）

納入告知書等で確認した事業所整理記号
（「数字２桁」－「英数カナ1～4桁」）

21

（１）「事業所整理記号」「事業所番号」の確認方法

納入告知書イメージ

（２）事業所整理記号の入力形式
「事業所整理記号」の前に都道府県コードの入力が必要となる場合があります。
納入告知書等で確認した「事業所整理記号」の前に、以下の「都道府県コード表」に従い、
都道府県コードを追加して入力してください。
事業所整理記号の入力形式

付録 １.「事業所整理記号」「事業所番号」の確認

電子申請で社会保険手続きを行う際やオンライン事業所年金情報サービスの利用申込みを行う
際には、「事業所整理記号」「事業所番号」の入力が必要となります。
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（１）アカウント間情報共有機能

・同一の法人に属するGビズIDプライム、GビズIDメンバーである必要があります。
※GビズIDエントリーでは本機能を利用することはできません。

・GビズIDプライムからGビズIDメンバーへの共有設定に加えて、GビズIDメンバーから
GビズIDプライム、GビズIDメンバーから他のGビズIDメンバーへの共有設定が可能で
す。 法人Ａ 法人Ｂ

GビズIDプライム

GビズIDメンバー GビズIDメンバー

共有可能

共有可能

共有可能

情報共有を依頼 共有依頼を確認・許可 情報共有の設定完了

共有する情報の範囲について権限
を設定し、共有対象の利用者宛に
情報共有設定依頼を行います。

共有対象の利用者が情報共有設定
依頼の内容を確認し、情報の共有
を許可します。

共有対象の利用者が許可したこと
をもって、電子申請や電子送達の
情報が共有できるようになります。

情報共有の流れ
アカウント間情報共有機能は、共有する情報の範囲について権限を設定し、共有対象の利用者が
許可することで利用できるようになります。

GビズIDプライム

GビズIDメンバー GビズIDメンバー

共有可能

共有可能

共有可能

ア．情報共有機能の利用条件

付録 ２.【e-Gov】アカウント間情報共有機能

電子申請した社会保険に関する届書の処理状況や決定通知書、オンライン事業所年金情報サー
ビスで申込みを行った手続きの状況や受け取った各種情報・通知書を社会保険の事務担当者間
で共有する際には、e-Govのアカウント間情報共有機能をご活用ください。

アカウント間情報共有機能とは ？
→同一の法人に属するGビズID間で、電子申請や電子送達における情報の共有が可能となるe-Gov
の機能です。

共有
不可

共有対象者に「参照」または「ダウンロード」の権限設定を登録することで、共有する情報
の範囲を設定することができます。 なお、権限設定は、「電子申請」、「電子送付」のそれ
ぞれに設定します。具体的な登録方法はＰ.98~を参照してください。

参照 ダウンロード

電子申請 ○申請した届書の処理状況の閲覧(例：審査開始、手続終了)
○申請に関するお知らせの閲覧(例：返戻のお知らせ)

○申請した届書の処理状況の閲覧
(例：審査開始、手続終了)

○申請に関するお知らせの閲覧(例：返戻のお知らせ)
○受け取った決定通知書や返戻票の閲覧
※ご自身のPCにダウンロードした上で閲覧

電子送付
(オンライ
ン事業所
年金情報
サービス)

○申込みした手続の処理状況の閲覧
(例：審査開始、手続終了)

○手続や各種情報・通知書に関するお知らせの閲覧
(例：社会保険料額情報送付のお知らせ)

○申込みした手続の処理状況の閲覧
(例：審査開始、手続終了)

○手続や各種情報・通知書に関するお知らせの閲覧
(例：社会保険料額情報送付のお知らせ)

○受け取った各種情報・通知書の閲覧
※ご自身のPCにダウンロードした上で閲覧

イ．情報共有範囲の設定



（２）アカウント間情報共有の設定

(画面イメージ)
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ア．共有する情報・権限の設定

2

(画面イメージ)

[アカウント間情報共有]を選択します。3

3

(画面イメージ)

[情報共有の設定・解除]を選択します。4

(アカウント共有一覧画面イメージ)

[アカウント共有設定・変更へ] をクリック
します。

5

e-Govのマイページを開きます。1

ヘッダーのアカウント名を選択します。2

付録 ２.【e-Gov】アカウント間情報共有機能

5 アカウント共有設定・変更へ

4

3

1



「GビズID」（共有対象のアカウント）を入
力し、「公文書に関する権限」と「電子送達
の通知文書に関する権限」に設定する権限を
プルダウンから選択します。
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6

[内容を確認]を選択します。7

設定する内容が正しいことを確認し、
[設定・変更]をクリックします。

8

アカウント共有設定の登録が完了します。9

※共有対象の利用者宛に
「[e-Gov]情報共有設定依頼のお知らせ」
メールが送信されます。

アカウント共有設定の登録を行っただけ
では設定は有効になりません。共有対象
の利用者が設定内容を許可する必要があ
ります。P.100をご確認ください。

付録 ２.【e-Gov】アカウント間情報共有機能

(アカウント共有設定・変更画面イメージ)

追加6
7

アカウント共有設定・変更

内容を確認

(アカウント共有設定・変更完了画面イメージ)

9

gbizmember002@gbiz.go.jp ダウンロード権限

アカウント間情報共有一覧へ

ダウンロード権限

アカウント共有設定・変更完了

(アカウント共有設定・変更内容確認画面イメージ)

上記内容に設定・変更してもよろしいですか？

修正 8

gbizmember002@gbiz.go.jp

アカウント共有設定・変更内容確認

ダウンロード権限 ダウンロード権限

設定・変更

設定内容を修正したい場合は、[修正]をクリックし、
「アカウント共有設定・変更」画面に戻ります。

[追加]を選択すると、入力項目が1行ずつ追加さ
れます。アカウント共有は最大10件まで設定で
きます。
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(お知らせメールイメージ)
共有を依頼された利用者宛に
「[e-Gov]情報共有設定依頼のお知らせ」
メールが届きます。

1

「[e-Gov]情報共有設定依頼のお知らせ」メール

1

共有を依頼された利用者がe-Govの「マイ
ページ」にログインすると、アカウント間
情報共有について設定内容の許可を求める
メッセージが表示されます。

2

(許可画面イメージ)

[許可する]を選択すると、アカウント共有設
定が完了します。

3

※[許可する]または[許可しない]を選択
した結果は、共有を依頼した利用者宛に
メールで通知されます。

イ．共有する情報の設定確認・許可（共有を依頼された利用者の操作）
付録 ２.【e-Gov】アカウント間情報共有機能

gbizmember002gbizmember002

from@sample.co.jp

3

gbizprime001@gbiz.go.jp

許可する

2



ウ．アカウント間情報共有設定の更新・削除（設定を行った利用者の操作）
(画面イメージ)
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(画面イメージ)

[アカウント間情報共有]を選択します。3

(画面イメージ)

[情報共有の設定・解除]を選択します。4

(アカウント共有一覧画面イメージ)

[アカウント共有設定・変更へ]をクリック
します。

5

e-Govのマイページを開きます。1

ヘッダーのアカウント名を選択します。2

付録 ２.【e-Gov】アカウント間情報共有機能

21

5
gbizmember002@gbiz.go.jp ダウンロード権限

アカウント共有設定・変更へ

ダウンロード権限

3

4



情報共有の設定を削除する場合、[削除]を選択します。
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7

(アカウント共有設定・変更画面イメージ)

(アカウント共有設定・変更内容確認画面イメージ)

設定する内容を確認し、[設定・変更]をク
リックします。

10

[内容を確認]を選択します。9

情報共有設定の更新・削除が完了します。11
※権限のみ変更する場合、設定内容は即時
に反映されます。

※アカウントの共有設定を削除する場合、
削除したアカウント宛にメールが送信され
ます。

※アカウントを追加した場合、共有対象の
利用者が設定内容を許可する必要があります。
P.100をご確認ください。

(アカウント共有設定・変更完了画面イメージ)

6 設定済みアカウントの権限を変更する場合、「公文書に関する権限」と「電子送達の通知文書に関す
る権限」に設定する権限をプルダウンから選択してください。

8 情報共有を行うアカウントを新たに追加する場合、[追加]を選択し、「GビズID」（共有対象のアカ
ウント）を入力の上、「公文書に関する権限」と「電子送達の通知文書に関する権限」に設定する権
限をプルダウンから選択してください。

※[削除]を選択すると、既に共有を設定しているGビズIDが画面から削除され、共有設定の削除対象にな
ります。

※GビズID（メールアドレス）の変更はできません。
設定済みアカウントを削除し、新規アカウントとして追加してください。

付録 ２.【e-Gov】アカウント間情報共有機能

追加ダウンロード ダウンロード

削除

9

7
gbizmember002@gbiz.go.jp

内容を確認

8
6

アカウント共有設定・変更

修正 設定・変更10

gbizmember001@gbiz.go.jp

gbizmember002@gbiz.go.jp 参照権限

アカウント共有設定・変更内容確認

アカウント間情報共有一覧へ

11

gbizmember002@gbiz.go.jp

アカウント共有設定・変更完了

共有設定を削除するアカウントには、「備考」に
“削除対象のアカウント”と表示されます。

設定内容を修正したい場合は、[修正]を選択し、
「アカウント共有設定・変更」画面に戻ります。
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（３）共有設定している利用者が操作した内容の確認
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(画面イメージ)

e-Govのマイページを開きます。1

(画面イメージ)

[情報共有操作履歴]を選択します。4

アカウント間情報共有を設定している利用
者が操作した履歴を照会できます。

5

5

(情報共有対象アカウント操作履歴画面イメージ)

※履歴情報は、過去1週間分表示されます。

ヘッダーのアカウント名を選択します。2

[アカウント間情報共有]を選択します。3

(画面イメージ)

2

3
3

付録 ２.【e-Gov】アカウント間情報共有機能

4

1

3

電子送達申込状況の閲
覧

【オンライン事業所年金情報サービス】
電子送付開始手続き



株式会社 年金商事
年金 太郎

株式会社 年金商事
年金 太郎

202302061458111111
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(申請案件一覧画面イメージ)

情報共有の設定が完了している場合、共有設
定している利用者が申請した届書も一覧に表
示されます。

3

4

※「自ら行った申請案件のみを表示」を選択
して検索することで、自分で申請した届書の
み一覧表示できます。

年金 太郎

202302061458111111

株式会社 年金商事

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届／７０歳以上被用者算定基礎届（CSVファイル添付方式）（2020
年12月以降手続き）／電子申請

厚生労働省

(申請案件状況画面イメージ)

共有設定している利用者が[公文書をダウン
ロード]をクリックすることで、任意のフォル
ダに公文書の電子データを保存できます。

6

(画面イメージ)

2
1 e-Govのマイページを開きます。1

[申請案件一覧]を選択します。2

公文書をダウンロード

※共有設定している利用者として申請を行った届
書には共有設定している利用者のアカウントが
表示されます。
（自分で申請した届書には表示されません。）

※設定されている権限が参照権限の場合、
[公文書ダウンロード]はクリックできません。

※共有設定している利用者が申請した届書に
は「申請実施アカウント」が表示されます。
（自分で申請した届書には表示されません。）

3

4 審査状況を確認したい申請の到達番号を選択
します。

5 共有設定している利用者が申請した届書の審
査状況の詳細が確認できます。

5

ア．申請した届書の処理状況の確認や決定通知書のダウンロード
（４）共有された情報の確認やダウンロード
付録 ２.【e-Gov】アカウント間情報共有機能

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届／７０歳以上被用者算定基礎届（CSVファ…

6

厚生労働省

審査状況が確認できます
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イ．申請に関するお知らせの確認やダウンロード

内容の確認やダウンロードしたいお知らせ
を選択します。

4

(画面イメージ)

(申請案件に関する通知一覧画面イメージ)

[メッセージを保存]をクリックすることで
任意のフォルダにお知らせを保存できます。

6

(申請案件に関するお知らせ画面イメージ)

e-Govのマイページを開きます。1

[メッセージ]を選択します。2

※共有設定している利用者が受け取った申請
に関するお知らせには「通知対象アカウン
ト」が表示されます。（自分で申請した届
書には表示されません。）

※設定されている権限が参照権限の場合、
[メッセージを保存]はクリックできません。

※共有設定している利用者が受け取った申請
に関するお知らせには「通知対象アカウン
ト」が表示されます。（自分で申請した届
書には表示されません。）

情報共有の設定が完了している場合、申請
した案件の一覧が表示されまます。
共有設定している利用者が受け取った申請
に関するお知らせも一覧に表示されます。

3

共有設定している利用者が受け取った申請
に関するお知らせの内容も照会できます。

5

付録 ２.【e-Gov】アカウント間情報共有機能

株式会社 年金商事
年金 太郎
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届／７０歳以上被用者算定基礎届（CSVファ…
通知対象アカウント：gbizmember002@gbiz.go.jp

申請案件に関するお知らせ

3

4

年金 太郎

株式会社 年金商事

202302061458111111

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届／７０歳以上被用者算定基礎届（CSVファイル添付方式）
（2020年12月以降手続き）／電子申請

厚生労働省

メッセージを保存

5

6

1 2
メッセージ
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ウ．電子送付申込みの処理状況を確認

(画面イメージ)

照会したい申込みの「到達番号」を選択し
ます。

4

(電子送達申込み状況一覧画面イメージ)

(電子送達申込み状況画面イメージ)

e-Govのマイページを開きます。1

[電子送達申込み状況一覧] を選択
します。

2

※共有設定している利用者が申し込んだ手続
きには「申込み実施アカウント」が表示さ
れます。（自分で申請した届書には表示さ
れません。）

情報共有の設定が完了している場合、共有
設定している利用者が申し込んだ手続きも
一覧に表示されます。

3

共有設定している利用者が申し込んだ手続
きの処理状況も照会できます。

5

※共有設定している利用者が申し込んだ手続
きには「申込み実施アカウント」が表示さ
れます。（自分で申請した届書には表示さ
れません。）

付録 ２.【e-Gov】アカウント間情報共有機能

株式会社 年金商事
年金 太郎
【オンライン事業所年金情報サービス】電子送付開始手続き
申込み実施アカウント：gbizmember002@gbiz.go.jp

4

3

gbizmember002@gbiz.go.jp

株式会社 年金商事

年金 太郎

5

電子送達申込み状況一覧2

1

到達
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エ．受け取った各種情報・通知書の確認やダウンロード

(画面イメージ)

内容の確認やダウンロードしたいお知らせ
を選択します。

4

(電子送達一覧画面イメージ)

(お知らせ画面イメージ)

[通知ファイルをダウンロード]をクリック
することで任意のフォルダに各種情報・通
知書を保存できます。

6

e-Govのマイページを開きます。1

[電子送達]を選択します。2

※共有設定している利用者が受け取ったお知
らせには「送達対象アカウント」が表示さ
れます。（自分で申請した届書には表示さ
れません。）

情報共有の設定が完了している場合、共有
設定している利用者が受け取った手続きや
各種情報・通知書に関するお知らせも一覧
に表示されます。

3

※共有設定している利用者が受け取ったお知
らせには「送達対象アカウント」が表示さ
れます。（自分で申請した届書には表示さ
れません。）

※設定されている権限が参照権限の場合、
[通知ファイルをダウンロード]はクリック
できません。

共有設定している利用者が受け取った手続
きや各種情報・通知書に関するお知らせの
内容も照会できます。

5

付録 ２.【e-Gov】アカウント間情報共有機能

1

2

日本年金機構

保険料増減内訳書を送付します。
添付のファイルをご確認ください。

記載内容にご不明な点がありましたら管轄の年金事務所へお問い合わせください。

【オンライン事業所年金情報サービス】保険料増減内訳書のお知らせ

2023年10月17日22時42分

保険料増減内訳書_令和5年9月 2023年10月17日
22時42分 2024年1月25日

通知ファイルをダウンロード6

5

日本年金機構
【オンライン事業所年金情報サービス】保険料増減内訳書送付のお知らせ

厚生労働省 2023年10月17日22時42分

送達対象アカウント：gbizmember002@gbiz.go.jp

3

4
お知らせ

電子送達

お知らせ
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